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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月17日(2009.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒト対象におけるアパシー症候群を治療するための医薬組成物であって：
一般式（Ｉ）の２－オキソピロリジン化合物、又は医薬的に許容し得るその塩
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【化１】

（式中、
Ｒは水素、ヒドロキシ又はアミノメチルであり；
Ｒ’は水素又はピペリジノカルボニル基であり；
Ｒ”は水素；ジ（Ｃ1－Ｃ4）アルキルアミノ－（Ｃ2－Ｃ4）アルキル基でＮ置換されてい
てもよいアミノカルボニルアルキル；ベンゼン環をメチル、メトキシ若しくはハロゲンで
一若しくは二置換されていてもよいアニリノカルボニルアルキル；又はベンゼン環をメチ
ル、メトキシ若しくはハロゲンで一若しくは二置換されていてもよいベンジルであり；
ここで、Ｒ、Ｒ’、及びＲ”のうち１又は２つが水素であり；
但し、Ｒ’が水素以外の場合には、Ｒ及びＲ”が何れも水素であり、Ｒが水素以外の場合
には、Ｒ’が水素である）
を、有効成分として含有すると共に、
対象が１又は２以上のアパシーの行動特性を示している場合、前記対象に対して前記有効
成分を、前記特性に改善を生じさせるのに有効な量投与するのに使用される組成物。
【請求項２】
　前記ヒト対象が、前頭皮質下（frontal-subcortical）機能不全に関連する病気、又は
前頭皮質下機能不全を特徴とする病気の患者である、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　前記ヒト対象が、発作、アルツハイマー病、パーキンソン病、外傷性脳損傷、鬱病、統
合失調症、慢性Ｃ型肝炎感染、又はＨＩＶ感染の患者である、請求項１記載の組成物。
【請求項４】
　前記ヒト対象が鬱病の患者である、請求項３記載の組成物。
【請求項５】
　前記ヒト対象が発作の患者である、請求項３記載の組成物。
【請求項６】
　前記２－オキソピロリジン化合物が、ネフィラセタム、ピラセタム、アニラセタム、プ
ラミラセタム、ネブラセタム、ファソラセタム、レベチラセタム、又はオキシラセタムで
ある、請求項１記載の組成物。
【請求項７】
　前記２－オキソピロリジン化合物がネフィラセタムである、請求項４記載の組成物。
【請求項８】
　ネフィラセタムの有効量が、成人対象一人当たり約３００から約１８００ｍｇ／日の範
囲である、請求項７記載の組成物。
【請求項９】
　ネフィラセタムの有効量が、成人対象一人当たり約６００ｍｇから約１２００ｍｇ／日
の範囲である、請求項８記載の組成物。
【請求項１０】
　前記投与が最低でも数週間の長期に亘って行なわれる、請求項１記載の組成物。
【請求項１１】
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　前記投与が経口投与である、請求項１記載の組成物。
【請求項１２】
　前記対象の評価が、アパシー尺度（Apathy Scale）又はアパシー評価尺度（Apathy Eva
luation Scale）に基づいて前記対象のスコアを決定することにより行なわれる、請求項
１記載の組成物。
【請求項１３】
　前記対象を定期的に試験し、アパシー尺度又はアパシー評価尺度に基づく前記対象のス
コアを決定し、
前記スコアに改善が見られるまで、必要に応じて、前記化合物の用量が調節される、請求
項１２記載の組成物。
【請求項１４】
　前記対象の認知機能の改善に有効である、請求項１記載の組成物。
【請求項１５】
　記号数字様相試験（symbol digit modality test）に基づく前記対象のスコアが改善さ
れる、請求項１４記載の組成物。
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